
 

矯正職員の使命 

 

 矯正行政は，被収容者の収容を確保し，その人権を尊重しつつ，それぞれ

の法的地位に応じた適切な処遇を実現することにより，刑事・少年司法手続

の円滑な運営に寄与し，犯罪・非行を犯した者の再犯・再非行を防止し，新

たな犯罪被害者を生じさせないという役割を担っている。 
 矯正職員は，規律と秩序ある矯正施設のあるべき環境を保持しつつ，「一

人の人間」としての被収容者に正面から向き合い，更生に導くことで，国民

生活の基盤である国の治安を支え，安心・安全な社会を構築するという国家

の重要な責務を果たしている。 
 私たちは，このことを深く自覚し，誇りを持って自らの職務を遂行する。 
 また，たゆまぬ努力をもって，自らの職務に対する能力を高め，人間とし

ての成長を続け，国民の信頼と期待に誠実に応えていく。 
 私たちは，以上のことを矯正職員の使命として共有するとともに，次に掲

げる事項を常に意識して職務を遂行する。 
 
 （基本姿勢１） 
１ 国家公務員として，常に法令と倫理を遵守し，公私のけじめをつける。

個人的利益などを求めて職務上の情報や権限，地位を利用したり，矯正行

政に対する信用を失墜させる行為は絶対に行わない。 
 
 （基本姿勢２） 
２ 透明性と説明責任が強く求められることを常に意識し，法的根拠はもと

より，社会に是認される常識的配慮をもって判断する。 
 
 （基本姿勢３） 
３ 被収容者の処遇に当たっては，冷静を旨とし，毅然とした態度を保ち，

かつ，適切な距離を保ちつつも温かみをもって，公平・公正に対応する。

不適切な言動やなれ合い的関係に陥ることは厳に慎む。 
 
 （基本姿勢４） 
４ 組織の一員として，団結と協調を旨とし，積極的な意見交換と相互支援

がなされる組織風土を構築するよう努める。 
 

（収容の確保） 
５ 逃走等の保安事故は地域社会に深刻な不安をもたらすばかりか，国の治

安を損なうことを過去の事例に学び，これを肝に銘じて，あらゆる予断と

妥協を排し，「保安原則」等の基本的な執務準則を忠実に実践する。 



 

（再犯・再非行の防止） 
６ 犯罪被害者及びその家族の苦しみや悲しみに思いを致し，専門性に裏付

けられた知見に基づき，再犯・再非行の防止に資する教育・指導と社会復

帰支援を効果的に実施する。 
 

（関係機関との連携） 
７ 矯正の役割を果たすためには，警察，検察，裁判所，更生保護等の司法

関係機関はもちろんのこと，民間協力者や医療，福祉，教育，就労を始め

とする関係機関等の支援や協力を得る必要があることを自覚し，これら関

係機関等との連携・協働に努める。 
 

（地域社会との共生） 
８ 被収容者が真に社会復帰を果たすためには，社会の理解と協力が必要不

可欠であることを認識し，矯正施設が地域社会に受け入れられるよう，組

織として地域社会の発展に貢献するとともに，職員一人ひとりが社会的な

視野を広め，地域社会の一員として信頼を得られる存在となるよう努める。 
 

 


